
学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する基本的考え方 

 

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部 

 

厚生労働大臣が定めた「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関わる運用

指針」（平成２１年６月１９日改定）において、学校・保育施設等で患者が発生した場合、都道府

県等が、当該学校・保育施設等の設置者等に対し、必要に応じ臨時休業を要請する」こととされて

いる。 

今般、これまでに得られているエビデンスをまとめた平成２１年度厚生労働科学研究費補助金

（新興再興感染症研究事業）「新型インフルエンザ大流行時の公衆衛生対策に関する研究」（主任研

究者 押谷仁）研究班の「新型インフルエンザ流行時における学校閉鎖に関する基本的考え方」を

踏まえ、厚生労働省において「学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する基本的考え方」を取

りまとめたので、学校・保育施設等の臨時休業の際の意思決定の一助として御参考にされたい。 

 

１． 臨時休業の種類 

臨時休業には、地域での流行早期に公衆衛生対策として行われる「積極的臨時休業」と、地域で

流行が拡大した後に、多数の生徒や教師が休んだ時に行われる「消極的臨時休業」がある。 

「積極的臨時休業」は、地域で最初の感染が確認された時など少数の発症者しかいない時点で積

極的な臨時休業を行うことで、地域への感染拡大を抑える効果があると考えられている。 

「消極的臨時休業」は、地域ですでに感染が拡大しており、施設において多数の発症者を確認し

た時に行われるが、一般には地域への感染拡大を抑える効果は限られている。 多数の発症した生

徒が休むことで授業を進めることができない場合など、学校運営上の対策を講じる目的がある場合

等に適合したものと考えられる。 

 

２． 流行の段階に応じた臨時休業の考え方 

臨時休業については、上記２種類があることを踏まえ、流行の段階を少なくとも、流行の開始の

前後で二段階に分けて、都道府県等、及び学校・保育施設等の設置者等において検討されることが

望まれる。 

流行初期の段階である第一段階においては、「積極的臨時休業」を行うことが考えられる。例え

ば、学校において、少数の患者が確認された時点で、学級レベルのみならず、学年閉鎖、休校、患

者の発生が認められていない近隣地域の学校の休校などの措置を行うことにより、学校だけでなく

地域での感染拡大を抑える効果が期待できる。明確な人数の基準を示すことは困難であるが、これ

までに国内で得られた知見からは、学級内に 1例の新型インフルエンザ感染者が発生した段階で対

応を実施すると、より高い防疫上の効果が得られる。インフルエンザの一般的な感染性を有する期

間なども考慮して、閉鎖期間は、５～７日間を要すると考えられる。その実施には、社会的影響や

経済的影響とのバランスの下に、各地域の状況、対象とする学校、施設の性質・年齢層を考慮に入

れた判断が必要とされる。さらに、授業以外の課外活動などについても、感染の拡大を抑える目的

を持って、学習塾や地域の生徒・学生が集まる行事なども含めて幅広く対策を検討する必要がある。 

 

別紙 １ 



流行が広がった後である第二段階においては、「消極的臨時休業」を行うことが考えられる。感

染が拡大した段階に相当するので、地域の実情を反映しつつ、多くの発症者が確認された時に事業

等の運営継続維持の判断に応じて、臨時休業すべきかの検討を行う。 

例えば、学校においては、多くの生徒が発症し、欠席となった時点で、まずは学級閉鎖レベルで

検討を行う。この際には、臨時休業以外の下記３の対策についての検討も同時にされるべきである。 

当該地域が、第二段階にあるかどうかについては、都道府県等や保健所ごとのインフルエンザ定

点当たり報告数、学校・保育施設等内での患者発生動向、周辺地域の学校欠席率や学校閉鎖および

クラスターの発生状況を鑑みて判断されることとなる。第二段階を規定する疫学的に明確な指標は

ないものの、たとえば、地域で定点あたり報告数が 1 を超えた後に急上昇を始めた時などが考えら

れる（前週の倍を超える等）。ただし、流行の状況は常に変動しており、短い期間で第一段階に戻

る可能性もあることも考慮する。目的に応じた臨時休業の判断は、これらの状況を学校・教育委員

会および保健部局との間で随時評価していく必要がある。第二段階の閉鎖期間は、学校・保育施設

等の運営上の目的に応じて、５～７日より短縮することも考えられる。この際にも、社会的影響・

経済的影響とのバランスを勘案した判断が必要である。 

なお、基礎疾患を持つ者などハイリスク者がいる集団においては、ハイリスク者を感染から守る

観点も踏まえ、臨時休業を考慮すべきである。 

 

３． 学校・保育施設等における感染拡大を防ぐための対策 

 感染拡大を防ぐための対策は、臨時休業だけではない。まずは、インフルエンザ発症者を外出さ

せないことを徹底すべきである。そのためには、毎日の登校(園)・出勤前の検温を義務づけること

等、発熱している者や呼吸器症状を呈する者を幅広く休ませることが重要である。さらに、発症後

は、他者への感染を防ぐために少なくとも解熱後２日間、出来れば発症後 7日間の欠席・欠勤措置、

外出自粛の要請等を行うことが必要である。 

 

４． その他、配慮すべき事項 

 今後、致死率が上昇するなどの疫学的な状況に変化があった場合には、第二段階に入っていたと

しても、別の状況ととらえ、新たな感染拡大防止・重症者発生の抑制を目的とし、公衆衛生対策を

強化することも考えられる。 

 入所型の施設等の閉鎖措置が採りがたい場合は、インフルエンザを発症した患者の隔離、接触者

の調査や咳エチケット・マスク着用、ハイリスク者における予防投薬、職員の欠勤措置等を主体と

すべきである。 

  


